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出典：春日市、大野城市資料 

 

図 3.2-9 振動規制法に基づく地域の指定状況
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d) 悪臭 

「平成 21 年版 環境白書」（平成 22 年、福岡県）によると「悪臭防止法」（昭和 46 年

法律第 91 号）に基づく規制地域及び規制内容は表 3.2-28 及び表 3.2-29 に示すとおりで

ある。 

事業実施区域周辺（春日市、大野城市）は、臭気指数 12 で規制されている。 

 

表 3.2-28 悪臭防止法に基づく規制地域及び規制内容 

規制方法 市町村名 規制内容 

八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古

賀市、福津市、みやま市、篠栗町、須恵町、

粕屋町、遠賀町、小竹町、桂川町、立花町、

大任町 

全域臭気指数12で規制 

臭気指数規制 

朝倉市、苅田町 
A区域及びB区域に分けて規制 

（A区域は臭気指数12、B区域は臭気指数15）

直方市、水巻町 A区域とB区域に分けて物質ごとに規制 
物質濃度規制 

上記以外39市町村 全域A区域として物質ごとに規制 

注：臭気指数とはにおいを感じなくなった希釈倍数（臭気濃度）の対数を 10倍した数値で臭いの強さ 

（臭気指数＝10×log{臭気濃度}）を表す。臭気指数 12の臭気濃度は約 16である。 

出典：「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準」（平成 21年、福岡県告示第 1960 号） 

 

表 3.2-29 特定悪臭物質の規制基準 

区域 

悪臭物質 
A区域 B区域 

アンモニア    1.0    2.0

メチルメルカプタン     0.002     0.004 

硫化水素     0.02     0.06 

硫化メチル     0.01     0.05 

二硫化メチル     0.009     0.03 

トリメチルアミン     0.005     0.02 

アセトアルデヒド     0.05     0.1 

プロピオンアルデヒド     0.05     0.1 

ノルマルブチルアルデヒド     0.009     0.03 

イソブチルアルデヒド     0.02     0.07 

ノルマルバレルアルデヒド     0.009     0.02 

イソバレルアルデヒド     0.003     0.006 

イソブタノール     0.9     4.0 

酢酸エチル     3.0     7.0 

メチルイソブチルケトン     1.0     3.0 

トルエン    10.0    30.0 

スチレン     0.4     0.8 

キシレン     1.0     2.0 

プロピオン酸     0.03     0.07 

ノルマル酪酸     0.001     0.002 

ノルマル吉草酸     0.0009     0.002 

イソ吉草酸     0.001     0.004 

出典：1.「悪臭防止法施行規則」（平成 20年、環境省令第 16号）  

2.「悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準」（平成 21年、福岡県告示第 1960 号） 

（単位：ppm） 
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e) 水質汚濁 

「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）に基づく排水基準は、表 3.2-30(1)(2)

に示すとおり定めてられている。また、「下水道法」（昭和 33 年法律第 79 号）及び「春日

市下水道条例」（平成 20年 春日市条例第 41 号）に基づく排除基準は表 3.2-31 に示すと

おりである。 

 

表 3.2-30(1) 水質汚濁防止法による排水基準 

有害物質の種類 許容限度 有害物質の種類 許容限度 

カドミウム及びその化合物 0.1 mg/L 四塩化炭素 0.02 mg/L 

シアン化合物 1 mg/L 1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 

有機燐化合物 （パラチオン、メチ

ルパラチオン、メチルジメトン及

びEPNに限る） 

1 mg/L 1,1-ジクロロエチレン 0.2 mg/L 

鉛及びその化合物 0.1 mg/L 
シス-1,2-ジクロロエチレ

ン 
0.4 mg/L 

六価クロム化合物 0.5 mg/L 1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg/L 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水

銀化合物 
0.005 mg/L 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと チウラム 0.06 mg/L 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003 mg/L シマジン 0.03 mg/L 

トリクロロエチレン 0.3 mg/L チオベンカルブ 0.2 mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L ベンゼン 0.1 mg/L 

ジクロロメタン 0.2 mg/L セレン及びその化合物 0.1 mg/L 

有害物質の種類 許容限度 

ほう素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの    ほう素  10mg/L 

海域に排出されるもの                    ほう素 230mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外の公共用水域に排出されるもの    ふっ素   8mg/L 

海域に排出されるもの                    ふっ素  15mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの及び亜硝酸性窒素及び硝酸性窒

素の合計量 100mg 

注：1.「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により、排出水の汚染状態を検定した場合において

、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2.砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令の一部を改正する政令の施行（昭和49年12月1日）の際現にゆう出している温泉を利用する

旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

3.アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る許容限度は、アンモニア性窒素

の0.4を乗じたもの及び亜硝酸性窒素並びに硝酸性窒素の和で表記したものとする。 

4.セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、暫定基準が適用される業種等がある。 

 

出典：「排水基準を定める省令」（平成 22年、環境省令第 10号） 
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表 3.2-30(2)水質汚濁防止法による排水基準 

＜生活環境項目＞ 

項   目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（水素指数） 
海域以外の公共用水域に排出されるも

の5.8以上、8.6以下、海域に排出される

もの5.0 以上9.0以下 

生物化学的酸素要求量 160 mg/L（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量 160 mg/L（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量 200 mg/L（日間平均 150mg/L） 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5 mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30 mg/L 

フェノール類含有量 5 mg/L 

銅含有量 3 mg/L 

亜鉛含有量 2 mg/L 

溶解性鉄含有量 10 mg/L 

溶解性マンガン含有量 10 mg/L 

クロム含有量 2 mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3 

窒素含有量 120 mg/L（日間平均 60mg/L） 

燐含有量 16 mg/L（日間平均  8mg/L） 

※「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

※この表に掲げる排水基準は、1 日当たりの平均的な排出水の量が 50m3 以上である工場または事業

場に係る排出水について適用する。 

※水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱

を掘採する鉱業を含む｡）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない｡ 

※水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含

有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令の一部を改正する政令の施行の際、現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場

に係る排出水については、当分の間、適用しない｡ 

※生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出

水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水

に限って適用する。 

※窒素及び燐の含有量についての排出基準は、環境大臣の定める湖沼、海域、及びこれらに流入す

る公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

出典：「排水基準を定める省令」（平成 22年、環境省令第 10号） 
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表 3.2-31 下水排除基準 

項 目 基 準 項 目 基 準 

カドミウム及びその化合物 0.1 mg/L 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 

シアン化合物 1mg/L ベンゼン 0.1 mg/L 

鉛及びその化合物 0.1 mg/L 有機燐化合物 1 mg/L 

六価クロム化合物 0.5 mg/L 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg/L チウラム 0.06 mg/L 

水銀及びアルキル水銀 

その他の水銀化合物 
0.005mg/L シマジン 0.03 mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと チオベンカルブ 0.2 mg/L 

セレン及びその化合物 0.1 mg/L フェノール類 5 mg/L 

ほう素及びその化合物 10 mg/L 銅及びその化合物 3 mg/L 

ふっ素及びその化合物 8 mg/L 亜鉛及びその化合物 2 mg/L 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003 mg/L 鉄及びその化合物（溶解性） 10 mg/L 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L マンガン及びその化合物（溶解性） 10 mg/L 

トリクロロエチレン 0.3 mg/L クロム及びその化合物 2 mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L 水素イオン濃度（pH） 5～9 

ジクロロメタン 0.2 mg/L 生物化学的酸素要求量（BOD） 600 mg/L 

四塩化炭素 0.02 mg/L 浮遊物質（SS） 600 mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L （鉱油類） 5 mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 0.2 mg/L 

ノルマルヘキサン

抽出物質有量 （動植物油脂類） 30 mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 温度 45℃ 

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L よう素消費量 220 mg/L 

注：各項目は日平均排水量 50m3／日以上の特定事業場の排除基準である。 
出典：1.「下水道法施行令」（平成 18 年、政令第 354 号） 

2.「春日市下水道条例」（平成 20 年、春日市条例第 41 号） 



 3-72

(2) 自然関係法令等 

事業実施区域は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」（平成 14 年法律第 88号）

に基づく鳥獣保護区に指定されていない。また、「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号）

に基づく国定公園、「森林法」（昭和 26年法律第 249 号）に基づく保安林指定地域、「砂防法」

（明治 30 年法律第 29 号）に基づく砂防指定地、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律」（昭和 44年法律第 57号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域、「地すべり等防止法」（昭

和 33年法律第 30 号）に基づく地すべり防止区域のいずれにも該当しない。 

 

 

3.2.9 その他必要と認める事項 

(1) 公害の苦情件数 

春日市および大野城市における公害の苦情件数は表3.2-32及び表3.2-33に示すように平

成 20年度が合計 155 件、平成 21 年度が合計 320 件である。 

 

表 3.2-32 公害に関する苦情の件数（春日市：平成 20～21 年度） 

典型７

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 小計 公害以外

H２０年度 1 2 0 17 1 0 10 31 57 88

H２１年度 2 7 1 22 0 0 18 50 209 259

　　　項目
年度

典型７公害
合計

 
 

表 3.2-33 公害に関する苦情の件数（大野城市：平成 20～21 年度） 

典型７

大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 小計 公害以外

H２０年度 33 4 0 12 1 0 8 58 9 67

H２１年度 31 3 0 15 2 0 8 59 2 61

典型７公害
合計

　　　項目
年度
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(2) 廃棄物等の再利用・処分・施設の状況 

① 処分等の状況 

関係 4市 1町における一般廃棄物のごみ処理の状況は表 3.2-34 に示すとおりである。 

 

表 3.2-34 ごみ処理の状況（平成 20 年度） 

市、町、区 

項目 
春日市 大野城市 太宰府市 那珂川町 福岡市 

ごみ排出量(t) 30,647 28,235 21,156 18,584 581,585

計画収集量 27,474 24,871 19,739 17,318 489,662

直接搬入量 3,173 3,364 1,417 1,266 91,923

 

自家処理量 － － － － －

ごみ処理量(t) 30,647 28,235 21,156 18,584 581,585

直接焼却 28,737 26,124 19,254 17,019 527,911

直接埋立 － － － － 13,237

ごみ堆肥化施設 － － － 34 4,517

粗大ごみ処理施設 439 424 948 － 8,636

資源化等施設 1,006 793 115 933 6,460

直接資源化 43 486 198 － 485

 

その他 0 0 0 0 0

最終処分量(t) 4,238 3,881 2,998 2,618 88,467

 直接埋立 － － － － 18,237

焼却残渣 3,816 3,473 2,590 2,221 74,123 

処理残渣 422 408 408 397 14,344

資源化総量(t) 1,488 1,703 1,261 917 18,858

集団回収量(t) 5,057 4,827 3,042 1,214 40,940

最終処分率(%) 11.9 11.7 12.4 13.2 14.2

リサイクル率(%) 18.3 19.8 17.8 10.8 9.6

注：1．最終処分率＝（焼却残渣＋処理残渣）／（ごみ処理量＋集団回収量）×100 

  2．リサイクル率＝（資源化総量＋集団回収量）／（ごみ処理量＋集団回収量）×100 

  3．「－」は行われていない事を示す。 

出典：「福岡県における一般廃棄物処理の現況 平成 20年度版」（平成 22年、福岡県環境部） 
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② 施設の状況 

関係 4市 1町における廃棄物等の処理施設は表 3.2-35 に示すとおりである。 

 

表 3.2-35 廃棄物等の処理施設 

種 類 設置者／施設名 処理能力等 

大野城太宰府環境施設組合／ 

大野城環境処理センター 
処理能力：90t/日×3炉、全連続式（休炉中） 

株式会社福岡クリーンエナジー／ 

株式会社福岡クリーンエナジー東部工場
処理能力：300t/日×3炉、全連続式 

福岡市／西部工場 処理能力：250t/日×3炉、全連続式 

福岡市／南部工場 処理能力：300t/日×2炉、全連続式 

福岡市／臨海工場 処理能力：300t/日×3炉、全連続式 

焼却施設 

福岡市／玄界島焼却場 処理能力：2t/日×1炉、固定バッチ式 

春日大野城衛生施設組合／ 

春日大野城リサイクルプラザ 
処理能力：70t/日、選別・圧縮 

太宰府市／環境美化センター 処理能力：21t/日、併用 

福岡市／西部工場粗大ごみ処理施設 処理能力：50t/日、破砕 

福岡市／南部工場粗大ごみ処理施設 処理能力：100t/日、破砕 

福岡市／東部資源化センター 処理能力：100t/日、併用 

福岡市／西部資源化センター 処理能力：200t/日、破砕 

ご
み
処
理
施
設 

粗大ごみ 

処理施設 

福岡市／臨海工場粗大ごみ処理施設 処理能力：50t/日、破砕 

春日大野城衛生施設組合／最終処分場 埋立地面積：7,900m2、全体容量：38,900m3 

太宰府市／埋立処理地 埋立地面積：7,000m2、全体容量：42,500m3 

大野城太宰府環境施設組合／ 

環境処理センター 
埋立地面積：5,200m2、全体容量：32,000m3 

福岡市／東部（伏谷埋立場） 埋立地面積：225,000m2、全体容量：3,740,000t 

最終処分場 

福岡市／西部（中田埋立場） 埋立地面積：180,000m2、全体容量：2,380,000t 

注：ごみ処理施設は平成 21年 10 月 1日現在、最終処分場は平成 21年 3月 31日現在の数値を示す。 

出典：「平成 21年版 環境白書」（平成 22年、福岡県） 

 

 

 

 

 

 

 




